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「軌道運送高度化実施計画」の認定について 

 
 
１ 計画の認定 

  本市，芳賀町及び宇都宮ライトレール株式会社は平成２８年１月２２日付けで地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律第９条第１項の規定に基づき「軌道運送高度化実施計画」を申

請し，同計画は平成２８年９月２６日付けで，国土交通大臣に認定された。 
  この計画の認定により，本市と芳賀町が軌道整備事業者として，宇都宮ライトレール株式会

社が軌道運送事業者として，上下分離方式で軌道事業を実施する軌道法第３条の特許を得たと

みなされる。 
 
 〔経過〕 

   平成２８年１月２２日 「軌道運送高度化実施計画」の認定申請（国土交通省関東運輸局） 

        ３月２３日 関係議案（軌道整備，道路認定，道路管理者の意見）の議決 

        ５月２７日 関東運輸局長から国土交通大臣に申請書の送付 

        ６月２１日 国土交通大臣が運輸審議会に諮問 

        ７月２６日 運輸審議会における公聴会の開催（開催地：宇都宮市） 

        ９月 ８日 運輸審議会から国土交通大臣に答申 

                      （６月～９月 運輸審議会開催回数 ７回） 

        ９月２６日 「軌道運送高度化実施計画」の認定（軌道事業の特許取得） 

 
２ 今後の取組 

  今年度の着工に向けて，引き続き，国や県などの関係機関と協議・調整を行いながら，軌道

法に基づく「工事施行認可」や都市計画法に基づく「都市計画事業認可」などの手続を進めて

いく。 
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（参考） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 軌道運送高度化事業は，軌道運送について，より優れた加速・減速性能を有する車両を

用いること及び旅客の乗降を円滑にするための措置を講じることなどにより，定時性の確

保，速達性の向上，快適性の確保など，運送サービスの質の向上を図る事業であって，認

定を受けることにより軌道法の特例として上下分離方式（軌道整備事業と軌道運送事業を

行うものが異なるもの）による軌道事業の実施が認められる。 
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地域公共交通活性化再生法 
第１０条 第２項（要約） 
軌道運送高度化事業を実施しようとす

る者（軌道整備事業と軌道運送事業を実

施しようとする者が異なる場合）が，そ

の軌道運送高度化実施計画について認

定を受けたときは，当該軌道運送高度化

実施計画に定められた軌道運送高度化

事業として行われる事業については，軌

道法第３条の特許を受けたものとみな

す。 
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